
大和市告示第７３号 

大和市保全緑地要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成３０年３月２９日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市保全緑地要綱の一部を改正する要綱 

大和市保全緑地要綱（平成２１年大和市告示第１２５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１、２ 上記以外の緑地（境川沿い斜面緑地）の表下和田境川緑地の項中「約３．５ヘ

クタール」を「約３．６ヘクタール」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


